
告

示

福
島
県
告
示
第
五
百
七
十
六
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
の
新
設
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
及
び
同
条
第
二
項
に

規
定
す
る
添
付
書
類
を
平
成
二
十
二
年
九
月
十
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
一
月
十
一
日
ま
で
福
島
県
商
工

労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・

商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
商
工
観
光
部
商
工
労
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

(

仮
称)

鮮
場

小
名
浜
店

福
島
県
い
わ
き
市
小
名
浜
字
愛
宕
町
五
番
一
ほ
か

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名

称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者

名
称

株
式
会
社
東
北
青
果
流
通
セ
ン
タ
ー

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

片
寄

忠

住
所

福
島
県
い
わ
き
市
平
字
正
内
町
八
十
番
地
の
一

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者

名
称

株
式
会
社
東
北
青
果
流
通
セ
ン
タ
ー

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

片
寄

忠

住
所

福
島
県
い
わ
き
市
平
字
正
内
町
八
十
番
地
の
一

三

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日

四

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

千
四
百
十
三
平
方
メ
ー
ト
ル

五

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

１

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

一�

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

二�

収
容
台
数

五
十
台

２

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

一�

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

二�

収
容
台
数

四
十
台

３

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

一�

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

二�

面
積

九
十
六
平
方
メ
ー
ト
ル

４

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

一�

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

二�

容
量

十
立
方
メ
ー
ト
ル

六

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

一�

開
店
時
刻

午
前
八
時

二�

閉
店
時
刻

午
後
八
時

２

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
七
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三
十
分
ま
で

３

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

一�

数

二
か
所

二�

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

４

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

七

届
出
年
月
日

平
成
二
十
二
年
七
月
十
四
日

(
｢

別
紙
図
面｣
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

(

商
業
ま
ち
づ
く
り
課)
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

告

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
新
設

の
届
出
が
あ
っ
た
件

五
〇
九

○
計
量
器
の
定
期
検
査
を
実
施
す
る
件

五
一
〇

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
十
件

五
一
〇

○
洪
水
に
よ
り
相
当
な
損
害
を
生
ず
る
お

そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
河
川
を
指

定
す
る
件

五
一
三

公

告

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件
二
件

五
一
三

○
砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
を
実
施
す

る
件

五
一
四

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

○
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分

の
一
及
び
三
分
の
一
の
数
並
び
に
福
島

県
議
会
議
員
選
挙
区
別
の
選
挙
権
を
有

す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
を
告

示
す
る
件

五
一
四



県
道
五
十

沢
国
見
線

路
線
名

一
般
国
道

三
九
九
号

路
線
名

伊
達
郡
国
見
町
大
字
西
大

枝
字
王
ノ
原
九
〇
番
地
先

か
ら

同

郡
同

町
大
字
西
大

枝
字
北
谷
地
二
八
番
二
地

先
ま
で

区

間

伊
達
市
保
原
町
上
保
原
字

上
川
原
一
三
三
番
二
地
先

か
ら

同

市
保
原
町
上
保
原
字

大
割
八
二
番
二
地
先
ま
で

区

間

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

一
〇
・
〇
〜

二
六
・
〇

九
・
〇
〜

一
三
・
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

一
二
・
〇
〜

四
八
・
〇

一
二
・
〇
〜

二
三
・
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

三
八
〇
・
〇

三
八
〇
・
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

二
一
六
・
一

二
一
六
・
一

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

福
島
県
告
示
第
五
百
七
十
七
号

計
量
法(

平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号)

第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
計
量
器
の
定
期

検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

計
量
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
が
指
定
し
た
場
所
で
実
施
す
る
検
査

検
査
区
域

対
象
と
な
る
特
定
計
量
器

検
査
の
期
日
及
び
時
間

検

査

場

所

白
河
市(

表
郷
、
非
自
動
は
か
り(

計
量
法

一
〇
月
一
二
日

白
河
市
役
所

大
信
、
東
を
除

施
行
令(
平
成
五
年
政
令

午
前
一
〇
時
三
〇
分
か

く
。)

第
三
二
九
号)
第
五
条
第

ら

一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ

午
後
三
時
ま
で

る
も
の
を
除
く
。
以
下
同

じ
。)

、
分
銅
及
び
お
も

一
〇
月
一
三
日

同

り

午
前
一
〇
時
三
〇
分
か

ら午
後
三
時
ま
で

一
〇
月
一
四
日

同

午
前
一
〇
時
三
〇
分
か

ら午
後
三
時
ま
で

一
〇
月
一
五
日

同

午
前
一
〇
時
三
〇
分
か

ら午
後
三
時
ま
で

右
に
掲
げ
る
市

右
の
特
定
計
量
器
で
、
右

一
〇
月
一
八
日
か
ら
一
一

福
島
県
計
量
検
定

の
検
査
を
受
け
な
か
っ
た

月
一
五
日
ま
で(

土
曜
日
、
所

も
の

日
曜
日
及
び
一
一
月
三
日

を
除
く
。)

午
前
一
〇
時
か
ら

午
後
三
時
ま
で

二

特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則(

平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号)

第
三
十
九
条
第
一
項
に
規

定
す
る
検
査
場
所
で
実
施
す
る
検
査

検

査

区

域

対
象
と
な
る
特
定
計
量
器

検

査

の

期

日

白
河
市(

表
郷
、
大
信
、
非
自
動
は
か
り
、
分
銅
及
び
お
も
り

一
一
月
一
日
か
ら
一
二
月
二

東
を
除
く
。)

二
日
ま
で(

土
曜
日
、
日
曜

日
、
一
一
月
三
日
及
び
同
月

二
三
日
を
除
く
。)

(

計
量
検
定
所)

福
島
県
告
示
第
五
百
七
十
八
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
二
年
九
月
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
五
百
七
十
九
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
二
年
九
月
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平
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一
般
国
道

二
九
四
号

路
線
名

県
道
水
原

福
島
線

路
線
名

県
道
五
十

沢
国
見
線

路
線
名

白
河
市
白
坂
一
七
四
番
一

地
先
か
ら

同

市
白
坂
三
五
四
番
日

先
ま
で

区

間

福
島
市
大
森
字
下
町
一
一

番
地
先
か
ら

同

市
大
森
字
西
ノ
内
九

六
番
地
先
ま
で

区

間

伊
達
郡
国
見
町
大
字
西
大

枝
字
王
ノ
原
九
〇
番
地
先

か
ら

同

郡
同

町
大
字
西
大

枝
字
北
谷
地
二
八
番
二
地

先
ま
で

区

間

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

一
一
・
〇
〜

二
七
・
〇

六
・
五
〜

三
六
・
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

八
・
〇
〜

三
三
・
〇

六
・
五
〜

一
二
・
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

一
〇
・
〇
〜

二
六
・
〇

九
・
〇
〜

一
三
・
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

四
四
〇
・
〇

四
四
〇
・
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

一
九
九
・
八

一
九
九
・
八

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

三
八
〇
・
〇

三
八
〇
・
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

県
道
白
坂

関
辺
線

路
線
名

県
道
白
坂

停
車
場
線

路
線
名

一
般
国
道

二
九
四
号

路
線
名

白
河
市
白
坂
三
三
八
番
一

白
河
市
白
坂
三
三
七
番
一

地
先
か
ら

同

市
白
坂
三
三
八
番
一

地
先
ま
で

区

間

白
河
市
白
坂
愛
宕
山
二
四

八
番
地
先
か
ら

同

市
白
坂
四
番
地
先
ま

で 白
河
市
白
坂
愛
宕
山
二
四

八
番
地
先
か
ら

同

市
白
坂
愛
宕
山
二
四

九
番
二
地
先
ま
で

区

間

白
河
市
白
坂
一
七
四
番
一

地
先
か
ら

同

市
白
坂
三
五
四
番
二

地
先
ま
で

区

間

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

一
五
・
五
〜

一
五
・
五
〜

三
四
・
五

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

一
一
・
五
〜

二
〇
・
〇

一
一
・
五
〜

一
四
・
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

一
一
・
〇
〜

二
七
・
〇

六
・
五
〜

三
六
・
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

八
・
〇

一
九
・
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

六
三
・
〇

四
三
・
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

四
四
〇
・
〇

四
四
〇
・
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
五
百
八
十
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
二
年
九
月
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(
道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
五
百
八
十
一
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
県
南
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
二
年
九
月
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
五
百
八
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
南
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
二
年
九
月
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
五
百
八
十
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
南
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
二
年
九
月
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平
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路
線
名

県
道
浜
崎

高
野
会
津

若
松
線

路
線
名

県
道
白
坂

関
辺
線

路
線
名

区

間

河
沼
郡
湯
川
村
大
字
浜
崎

字
鳥
井
堂
二
四
番
一
地
先

か
ら

同

郡
同

村
大
字
湊
字

仲
田
一
五
番
三
地
先
ま
で

区

間

白
河
市
白
坂
三
三
八
番
一

地
先
か
ら

同

市
白
坂
三
三
八
番
一

地
先
ま
で

白
河
市
白
坂
三
三
七
番
一

地
先
か
ら

同

市
白
坂
三
三
八
番
一

地
先
ま
で

区

間

変
更
前
変

更
後
の
別

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

九
・
八
〜

二
五
・
八

七
・
四
〜

一
九
・
八

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

一
五
・
五
〜

一
九
・
〇

一
五
・
五
〜

三
四
・
五

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

五
九
〇
・
〇

五
九
〇
・
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

八
・
〇

一
九
・
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

県
道
広
野

小
高
線

路
線
名

一
般
国
道

二
八
九
号

路
線
名

南
相
馬
市
小
高
区
村
上
字

越
戸
畑
四
番
三
地
先
か
ら

同

市
小
高
区
塚
原
字

浜
田
二
四
二
番
一
地
先
ま

で南
相
馬
市
小
高
区
村
上
字

西
谷
地
南
坪
二
一
八
番
二

一
地
先
か
ら

同

市
小
高
区
塚
原
字

浜
田
一
七
六
番
一
地
先
ま

で 南
相
馬
市
小
高
区
村
上
字

越
戸
畑
四
番
三
地
先
か
ら

同

市
小
高
区
塚
原
字

浜
田
二
四
二
番
一
地
先
ま

で
区

間

南
会
津
郡
只
見
町
大
字
黒

谷
字
町
五
三
六
番
地
先
か

ら同

郡
同

町
大
字
黒

谷
字
石
頭
一
二
二
〇
番
地

先
ま
で

区

間

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

Ａ

四
・
五
〜

二
六
・
〇

Ｂ

一
二
・
六
〜

八
六
・
〇

Ａ

四
・
五
〜

二
六
・
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

一
〇
・
五
〜

二
一
・
五

七
・
〇
〜

一
七
・
五

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

二
、
九
三
七
・
六

二
、
二
八
六
・
一

二
、
九
三
七
・
六

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

六
二
五
・
二

六
二
五
・
二

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
五
百
八
十
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
二
年
九
月
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平
(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
五
百
八
十
五
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
南
会
津
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
二
年
九
月
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
二
年
九
月
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
五
百
八
十
六
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
二
年
九
月
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平
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県
道
常
磐

勿
来
線

路
線
名

公

告
い
わ
き
市
常
磐
下
湯
長
谷

町
字
町
下
五
九
地
先
か
ら

同

市
常
磐
下
湯
長
谷

町
字
勝
善
一
五
番
地
二
地

先
ま
で

区

間

西
谷
地
南
坪
二
一
八
番
二

一
地
先
か
ら

同

市
小
高
区
塚
原
字

浜
田
一
七
六
番
一
地
先
ま

で

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

Ａ

一
二
・
〇
〜

七
二
・
六

Ａ

六
・
五
〜

一
三
・
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

八
六

〇

三
四
〇
・
七

三
六
六
・
六

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
五
百
八
十
七
号

道
路
法(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
二
年
九
月
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
五
百
八
十
八
号

水
防
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号)

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
洪
水
に
よ
り

相
当
な
損
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
河
川
と
し
て
、
次
の
河
川
を
指
定
す
る
。

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

河
川
名

区

間

富
岡
川

左
岸

双
葉
郡
富
岡
町
大
字
本
岡
字
上
本
町
か
ら
海
ま
で

右
岸

双
葉
郡
富
岡
町
大
字
本
岡
字
上
本
町
か
ら
海
ま
で

(

河
川
整
備
課)

公
告
第
３
３
０
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
福
島
県
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ

ス
テ
ム
庁
内
Ｌ
Ａ
Ｎ
更
新
業
務
の
委
託
に
つ
い
て
､
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
､
地
方
公

共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
(平
成
７
年
政
令
第
372号

｡
以
下
｢特
例
政
令
｣
と
い
う
｡
)
第
11条
及
び
福
島
県
財
務
規
則
(昭
和
39年
福
島
県
規
則
第
17号
)

第
274条

の
11第
１
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

平
成
22年
９
月
10日

福
島
県
知
事
佐
藤
雄
平

１
落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

福
島
県
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
庁
内
Ｌ
Ａ
Ｎ
更
新
業
務
一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

福
島
県
企
画
調
整
部
情
報
統
計
総
室
情
報
シ
ス
テ
ム
課
福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
２
番
16号

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
22年
７
月
22日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
三
丁
目
19番
２
号

５
落
札
金
額

150,150,000円
６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
特
例
政
令
第
６
条
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
22年
６
月
11日

(情
報
シ
ス
テ
ム
課
)

公
告
第
３
３
１
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
物
品
等
の
購
入
に
つ
い
て
､
次
の
と

お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
､
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定

め
る
政
令
(平
成
７
年
政
令
第
372号

｡
以
下
｢特
例
政
令
｣
と
い
う
｡
)
第
11条

及
び
福
島
県
財
務

規
則
(昭
和
39年
福
島
県
規
則
第
17号
)
第
274条

の
11第
１
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

平
成
22年
９
月
10日

福
島
県
知
事
佐
藤
雄
平

１
落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

�
ロ
ー
タ
リ
除
雪
車
Ⅰ
(2.2ｍ

級
)
１
台

�
ロ
ー
タ
リ
除
雪
車
Ⅱ
(2.6ｍ

級
)
２
台

�
除
雪
グ
レ
ー
ダ
Ⅰ
(3.7ｍ

級
)
１
台

�
除
雪
グ
レ
ー
ダ
Ⅱ
(3.1ｍ

級
)
１
台

�
除
雪
ド
ー
ザ
Ⅰ
(19ｔ

級
)
２
台

�
除
雪
ド
ー
ザ
Ⅱ
(19ｔ

級
)
１
台

�
除
雪
ド
ー
ザ
Ⅲ
(16ｔ

級
)
１
台

�
除
雪
ド
ー
ザ
Ⅳ
(16ｔ

級
)
１
台

	
除
雪
ド
ー
ザ
Ⅴ
(13ｔ

級
)
１
台
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福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

福
島
県
出
納
局
入
札
用
度
課
福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
２
番
16号

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
22年
８
月
10日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

�
１
の
�
に
掲
げ
る
物
品
等
会
津
自
動
車
工
業
株
式
会
社
福
島
県
会
津
若
松
市
一
箕
町
大
字

亀
賀
字
郷
之
原
224番

地
�

１
の

�
に
掲
げ
る
物
品
等

株
式
会
社
Ｋ
Ｃ
Ｍ
Ｊ

兵
庫
県
加
古
川
市
平
岡
町
土
山
509番

地
の
１

�
１
の
�
に
掲
げ
る
物
品
等
コ
マ
ツ
福
島
株
式
会
社
福
島
県
郡
山
市
字
下
亀
田
16番
地
３

�
１
の
�
に
掲
げ
る
物
品
等
キ
ャ
タ
ピ
ラ
ー
東
北
株
式
会
社
宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
上
杉
二

丁
目
１
番
８
号

�
１
の
�
に
掲
げ
る
物
品
等
会
津
自
動
車
工
業
株
式
会
社
福
島
県
会
津
若
松
市
一
箕
町
大
字

亀
賀
字
郷
之
原
224番

地
�
１
の
�
に
掲
げ
る
物
品
等
会
津
自
動
車
工
業
株
式
会
社
福
島
県
会
津
若
松
市
一
箕
町
大
字

亀
賀
字
郷
之
原
224番

地
�
１
の
�
に
掲
げ
る
物
品
等
会
津
自
動
車
工
業
株
式
会
社
福
島
県
会
津
若
松
市
一
箕
町
大
字

亀
賀
字
郷
之
原
224番

地
�
１
の
�
に
掲
げ
る
物
品
等
Ｔ
Ｃ
Ｍ
販
売
株
式
会
社
大
阪
府
大
阪
市
西
区
京
町
堀
一
丁
目
15

番
10号

	
１
の
	
に
掲
げ
る
物
品
等
コ
マ
ツ
福
島
株
式
会
社
福
島
県
郡
山
市
字
下
亀
田
16番
地
３

５
落
札
金
額

�
１
の
�
に
掲
げ
る
物
品
等
19,551,000円

�
１
の
�
に
掲
げ
る
物
品
等
39,690,000円

�
１
の
�
に
掲
げ
る
物
品
等
26,029,500円

�
１
の
�
に
掲
げ
る
物
品
等
18,648,000円

�
１
の
�
に
掲
げ
る
物
品
等
41,164,200円

�
１
の
�
に
掲
げ
る
物
品
等
21,570,150円

�
１
の
�
に
掲
げ
る
物
品
等
18,732,000円

�
１
の
�
に
掲
げ
る
物
品
等
17,409,000円

	
１
の
	
に
掲
げ
る
物
品
等
17,535,000円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
特
例
政
令
第
６
条
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
22年
６
月
25日

(入
札
用
度
課
)

公
告
第
三
百
三
十
二
号

砂
利
採
取
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
四
号)

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
砂
利
採
取

業
務
主
任
者
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

試
験
日
時

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
二
日(

金)

午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

二

試
験
場
所

福
島
県
自
治
会
館
一
階
研
修
室(

福
島
県
福
島
市
中
町
八
番
二
号)

三

受
験
願
書
の
提
出
期
間

平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
日
ま
で(

郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
同
月
二
十
日
ま
で
の

消
印
の
あ
る
も
の
を
有
効
と
す
る
。)

四

受
験
手
数
料

受
験
手
数
料
は
、
七
千
六
百
円
と
し
、
相
当
金
額
の
福
島
県
収
入
証
紙
を
受
験
願
書
の
所
定
の
欄

に
は
っ
て
納
入
す
る
こ
と(

消
印
は
し
な
い
こ
と
。)

。

五

そ
の
他

受
験
願
書
等
の
用
紙
は
、
福
島
県
土
木
部
企
画
技
術
総
室
技
術
管
理
課
建
設
産
業
室
及
び
福
島
県

建
設
事
務
所(

あ
ぶ
く
ま
高
原
自
動
車
道
建
設
事
務
所
、
相
馬
港
湾
建
設
事
務
所
、
小
名
浜
港
湾
建

設
事
務
所
、
県
北
流
域
下
水
道
建
設
事
務
所
及
び
県
中
流
域
下
水
道
建
設
事
務
所
を
除
く
。
以
下
同

じ
。)

で
配
布
し
、
受
付
は
、
福
島
県
土
木
部
企
画
技
術
総
室
技
術
管
理
課
建
設
産
業
室
で
行
う
。

な
お
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
福
島
県
土
木
部
企
画
技
術
総
室
技
術
管
理
課
建
設
産
業
室
又
は
福
島
県

建
設
事
務
所
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

(

技
術
管
理
課
建
設
産
業
室)

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
九
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
、
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十

一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律(

昭

和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号)

第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分

の
一
の
数(

そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数)

並
び
に
地
方
自
治
法
第

八
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
福
島
県
議
会
議
員
の
選
挙
区
別
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の

一
の
数(
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数)

は
、
平
成
二
十
二
年
九
月

二
日
現
在
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦
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一

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数

三
三
、
二
〇
七

二

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数(

そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を

合
算
し
て
得
た
数)

三
四
三
、
三
八
四

三

福
島
県
議
会
議
員
の
選
挙
区
別
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
三
分
の
一
の
数(

そ
の
総
数
が
四
十
万

を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の

一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数)

選
挙
区

選
挙
区

伊
達
郡

二
九
、
五
六
一

福
島
市

七
八
、
九
六
七

安
達
郡

一
八
、
二
二
九

会
津
若
松
市

三
一
、
五
六
四

岩
瀬
郡

八
、
五
〇
九

郡
山
市

八
九
、
二
二
四

南
会
津
郡

八
、
六
六
〇

い
わ
き
市

九
四
、
三
二
七

耶
麻
郡

一
三
、
九
四
〇

白
河
市

一
二
、
六
三
二

河
沼
郡

九
、
二
七
八

原
町
市

一
二
、
七
三
四

大
沼
郡

八
、
四
四
〇

須
賀
川
市

一
八
、
〇
八
五

西
白
河
郡

一
八
、
〇
三
八

喜
多
方
市

九
、
一
五
八

東
白
川
郡

九
、
七
五
八

相
馬
市

一
〇
、
三
一
〇

石
川
郡

一
二
、
二
六
九

二
本
松
市

九
、
〇
九
七

田
村
郡

一
九
、
八
七
一

双
葉
郡

一
九
、
九
五
六

相
馬
郡

一
〇
、
八
三
三
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